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行政文書の開示について，下記のとおり開示することとしましたので通知します。

記
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1

2

担当課秘書課（文書室） 電話03 （3264） 5652 （直通）



令和4年1月15日号第1782号裁判所時報

発行

最高裁判所

事務総局

(毎月1日・ l5B発行）時報判
第1782号

令和4年1月15日号

第1782号

令和4年1月15日号

(目次）
◎裁判例一一一…一…-一・一一一一………-…………一一一・一…一………－－－1

●管轄移転の請求が訴訟を遅延させる目的のみでされたことが明らかである場合における

刑訴規則6条による訴訟手続の停止の要否

（最高裁判所令和3年（あ）第964号・令和3年12月10日第三小法廷決定，棄却）

◎最高裁判所判例要旨=一一……一・…････････．．･･･－－－－･…---…--一……･－1
●財産の分与に関する処分の審判の申立てを却下する審判に対し相手方が即時抗告をする

ことの許否

（令和2年（許）第44号・令和3年10月28日第一小法廷決定，一部破棄差戻し，一部棄却）

◎資料一一一一………………一一・一一一一-一一一一一・一一一一一一一一2
●令和4年度予算（案）の概要

●令和4年度予算（案）施設主要案件

◎記事一一一一一一……………･一一一一一一一一一一一…－－－－－－－3
●人事異動（12月4日～12月21日まで）

●令和4年度裁判所書記官任用試験第1次試験問題

◎最高裁判所規則・規程．．･･･－－－－…･一･…一･･一・－－－－6
●少年審判規則及び刑事訴訟規則の一部を改正する規則について

●少年調査記録規程の一部を改正する規程について

◎政令一一………･･･一･･･…一一一一一・一・…………-…一一一..－.…－－6

●民法等の一部を改正する法律の施行期日を定める政令

●相続等により取得した土地所有権の国庫への帰属に関する法律の施行期日を定める政令

◎長官・所長・事務局長。事務局次長等-一覧一一……一…………・・ 7

|；’

’



裁判所時報 令和4年1月15日号第1782号

裁判例 最高裁判所判例要旨

刑事 民事

○財産の分与に関する処分の審判の申立てを

却下する審判に対し相手方が即時抗告をす
ることの許否

◎管轄移転の請求が訴訟を遅延させる目的の
みでされたことが明らかである場合におけ

る刑訴規則6条による訴訟手続の停止の要

否
令和2年（許）第44
令3 ． 10 ． 28－小
一部破棄差戻し，一部棄
民集75巻8号本誌1779

号
決
却
号’件名脅迫被告事件

最高裁判所令和3年（あ）第964号

令和3年12月10日第三小法廷決定，棄却
財産の分与に関する処分の審判の申立てを却下する

審判に対し，夫又は妻であった者である相手方は，即

時抗告をすることができる。
被告人林翼

|原審高松高等裁判所
主 文

本件上告を棄却する。

当審における未決勾留日数中60日を本刑に算入す

る。

理 由

弁護人林浩靖の上告趣意は，単なる法令違反，事実

誤認の主張であり，被告人本人の上告趣意は，憲法違

反，判例違反をいう点を含め，実質は単なる法令違反，

事実誤認の主張であって，いずれも刑訴法405条の

上告理由に当たらない。

なお，所論に鑑み，職権で判断する。

原判決及びその是認する第1審判決の認定によれば，

被告人は，第1審及び原審において，本件に関する高

等裁判所に対する管轄移転の請求及びその管轄移転請

求事件等に関する最高裁判所に対する管轄移転の請求

を繰り返していたところ， これらの管轄移転の請求に

及んだ経緯や経過，各請求の理由等に照らせば，遅く

とも第1審裁判所が令和2年5月22日に第2回公判

期日を指定した時点以降において係属していた管轄移

転の請求は，いずれも訴訟を遅延させる目的のみでさ

れたことが明らかであったというのである。このよう

l
l

I

浄捧柾させる目的のみで轌古宰唾市二
一

一

一

一 § 言辰ヨ、に，

されたこしが明らかである場含には．刑訴損目''6条に

偉'卜するで少券要しな｣△というべきで上り訴訟手続存

ある。以上と同旨の原判断は正当である。

よって，刑訴法414条， 386条1項3号， 18

1条1項ただし書，刑法21条により，裁判官全員一

致の意見で，主文のとおり決定する。

（裁判長裁判官戸倉三郎裁判官宇賀克也

裁判官林道晴裁判官長嶺安政裁判官

渡邉惠理子）
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令和4年1月15日号第1782号裁判所時報

資料

◎令和4年度予算（案）施設主要案件◎令和4年度予算（案）の概要

庁舎新営

（新営・継続分）

本 庁

(単位；百万円） 1

8庁

津地家裁

富山地家裁

鳥取地家裁

佐賀地家裁

仙台高裁秋田支部秋田地家裁

（静岡）沼津

（富山）高岡

（広島）福山

1庁

（和歌山）串本

地家裁支部

裁判事務処理態勢の充実

裁判手続等のデジタル化関係

民事事件関係

刑事事件関係

家庭事件関係

(単位：百万円）

717

2，699

4，127

6，112

１
１
２
３
４

第

(新営・新規分）

簡 裁

裁判所施設の耐震化

（改修・継続分） 1庁

本 庁 大阪高地裁

（建替え・継続分） 3庁

地家裁支部 （大津）彦根

（ 津 ）伊賀

（盛岡）二戸

2

第2裁判所施設の整備 14,557

定員関係

増員 4，人

家庭裁判所調査官 2人

事務官 39人

※速記官から事務官への振替2人を含む。

定員合理化 65人

事務官 47人

行(二)職員 18人

事件動向，充員状況等を踏まえた判事補40人の

減

３
１

第

2

3

１
１
１

2

令和4年度

予算額

322,814

前年度

予算額

325,368

対前年度

増減額

△2,554

対前年度比

△0.8％



裁判所時報 令和4年1月15日号第1782号

大阪高等裁判所判事

熊本家庭裁判所長 芦高源

熊本家庭裁判所長

福岡地方・家庭裁判所久留米支部長 岡田健

福岡地方・家庭裁判所久留米支部長

福岡地方・家庭裁判所判事 立川毅

（以上12月21日）

記事

◎人事異動

定年退官

さいたま地方・家庭裁判所川越支部判

事 齋藤憲次

横浜地方・家庭裁判所川崎支部判事

東京高等裁判所判事 山口均

依願退官

横浜地方・家庭裁判所川崎支部判事 飯塚宏

（以上12月4日）

さいたま地方・家庭裁判所川越支部判事

さいたま地方・家庭裁判所熊谷支部判

事 飯塚圭一

（12月5日）

東京地方裁判所判事補 豊澤悠希

東京高等裁判所判事

事務総局刑事局第一課長兼第三課長兼

広報課付 福家康史

事務総局刑事局第一課長兼第三課長兼広

報課付

東京地方裁判所判事 横山浩典

（以上12月10日）

司法研修所教官

東京高等裁判所判事 島戸純

同 丹羽芳徳

同 小川嘉基

同 鎌倉正和

同 中島崇

同 松永智史

同 渡邉達之輔

同 堀田佐紀

広島高等裁判所岡山支部判事

東京地方，家庭裁判所立川支部判事 河田泰常

東京地方，家庭裁判所立川支部判事

東京高等裁判所判事 河本晶子

（以上12月13日）

定年退官

東京高等裁判所判事 遠藤浩太郎

（12月17日）

定年退官

大阪高等裁判所判事 村山浩昭

東京簡易裁判所判事 樹l 1保廣

（以上12月20日）

｜

|’
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裁判所時報 令和4年1月15日号第1782号

"AB間の売買契約がBの強迫によるものであり，

Cへの転売後,AがBに対し，強迫による取消し

の意思表示をした場合

(2) (1)のアからウまでを比較して, Cの保護に関し，

違いが生じ得る場合はその理由を説明せよ。

◎令和4年度裁判所書記官任用試験第1次試

験問題

憲法

第1間

司法権の独立の意義及び司法権の独立が求められる

理由について論じた上で， これに関する憲法上の制度

を説明せよ。

第2間

勾留中の被告人Xは，収容先の刑事施設において私

費で新聞を購読していたところ，同施設の長であるY

は，ある事件の記事について,Xがこれを閲読した場

合に騒いで施設内の規律及び秩序を害する可能性があ

ると考え，関連する記事を全て抹消してXに新聞を配

布した。この事例における憲法上の問題点について論

ぜよ・

刑法

第1間

甲は，深夜，人けのない公園でAと口論しているう

ちに殺意を抱き，持っていたナイフでAの左胸を突き

刺して死亡させた。甲は,Aが死亡したことを確認し

た後,Aのズボンのポケットに財布があるのを見付け，

自己の物にしようと思い立ち，これを持ち去った。翌

朝偶然その場を通りかかった乙は，血を流して倒れ

ているAを見て死亡していることを認識したが，生活

に困窮していたことから,Aがはめていた指輪を換金

して生活費に充てようと考え， これを持ち去った。

甲及び乙の罪責を論ぜよ（特別法違反の点は除く。

死体遺棄罪については考慮しなくてよい。 ） 。

第2間

未遂犯と不能犯を区別する基準について説明した上

で，以下の事例における甲の罪責を論ぜよ・

甲は，電車内で，財布を窃取しようと考え,Aが肩

にかけていたバッグの中に手を差し入れたが，財布が

見当たらなかったため何も盗らなかった。実はこのと

き,Aは， 自宅に財布を置き忘れていたため，バッグ

の中には財布が入っておらず，甲が財布を盗むことは

不可能であった。

民法

第1間

Aは, Bとの間で,A所有の甲建物をBが賃借する

旨の契約（以下「本件賃貸借契約」 という。 ）を締結

した。この場合において，次の各小問に答えよ（各小

問は独立したものとする。 ） 。

(1)ア敷金返還請求権の発生時期及びその理由につい

て簡潔に説明せよ。

イ Bは，本件賃貸借契約の締結に伴い,Aに敷金

を差し入れていた。本件賃貸借契約終了後,Aが

Bに甲建物の明渡しを求めた場合, Bは,Aに対

し，敷金の返還を受けるまでは甲建物を明け渡さ

ないと主張することができるか。

(2) Bは，本件賃貸借契約の賃貸期間中に,Aの承諾

を得て，甲建物をcに転貸して引き渡した。その後，

Bが，半年間にわたり賃料の支払を滞納し,Aの催

告から相当期間経過後もBから賃料が支払われる見

込みがなかったため,Aは, Bとの間で，本件賃貸

借契約を合意解除した。この場合, Aは, Cに対し，

甲建物の明渡しを求めることができるか。

第2間 ’

Aは, Bに対し, A所有の甲土地を売却し, Bは，

これをcに転売した。この場合において，次の各小間

に答えよ。

(1) 次のアからウまでの各場合において, Cは， 甲土

地の所有権を取得することができるか。

アAB間の売買契約が通謀虚偽表示であった場合

/f AB間の売買契約がBの詐欺によるものであり，

Cへの転売後,AがBに対し，詐欺による取消し

の意思表示をした場合

民事訴訟法及び民事訴訟規則

第1間

Xは,Yとの間で, X所有の自動車1台をYに20

0万円で売却するとの売買契約（以下「本件売買契約」

という。 ）を締結し，同自動車をYに引き渡したが，

Yが代金を支払わないと主張し,Yを被告として，代

金200万円の支払を求める訴えをA裁判所に提起し

た。A裁判所は，令和3年2月1日，同訴訟の口頭弁

論を終結し, Xの請求を認容する判決を言い渡し，同

判決は，同年4月20日に確定した。

その後,Yは, Xを被告として，上記200万円の

売買代金債務不存在確認の訴えをB裁判所に提起した。

次の各場合において, Yの主張する事実が証拠上認め

られるとき, B裁判所はどのような判決をすべきか。

(1) Yが， 「Yは, Xに対し，令和3年5月20日，

200万円を弁済した。 」 と主張した場合

(2) Yが， 「Yは, Xに対し，令和3年6月20日，

Xの詐欺を理由に，本件売買契約を取り消した。 」

と主張した場合

4



裁判所時報 令和4年1月15日号第1782号

第2間

(1)民事訴訟法246条が民事訴訟の審理においてい

かなる機能を果たしているかについて説明せよ6

(2)裁判所が，以下の各判決をすることは，民事訴訟

法246条に反するか。

ア原告が被告に対し，債務不履行に基づく損害賠

償を求める訴訟において，被告の行為は債務不履

行には該当しないが，不法行為に該当するとして，

請求金額と同額の損害について，不法行為に基づ

く損害賠償を命ずる判決をすること

イ原告が被告に対し，売買代金の支払を求める訴

訟において，被告が主張した同時履行の抗弁を認

めて， 目的物の引渡しと引き換えに，請求金額と

同額の売買代金の支払を命ずる判決をすること

刑事訴訟法及び刑事訴訟規則

第1間

甲を被疑者とする覚醒剤取締法違反（覚醒剤所持）

被疑事件につき， 「捜索すべき場所，身体又は物」を

「甲の住居」 ， 「差し押さえるべき物」を「覚醒剤」

とする捜索差押許可状で，①住居内に置かれた甲のバッ

グの中，②偶然甲の住居を訪問していた母親の乙が所

持しているバッグの中をそれぞれ捜索することができ

るかについて，捜査機関による捜索差押えに原則とし

て令状が必要とされる趣旨に触れつつ，説明せよ。

第2間

起訴状一本主義の意義及び目的について説明した上

で，起訴状の公訴事実に被告人の前科を記載すること

の可否について論ぜよ◎

馥溶‘
一ぃ
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標
記
の
規
則
（
令
和
三
年
最
高
裁
判
所
規
則
第
三
号
）
が
、

令
和
三
年
十
二
月
八
日
に
制
定
さ
れ
、
同
月
二
十
二
日
に
公

布
さ
れ
ま
し
た
。
こ
の
規
則
は
、
少
年
法
等
の
一
部
を
改
正

す
る
法
律
（
令
和
三
年
法
律
第
四
十
七
号
）
等
の
施
行
に
伴

い
、
観
護
の
措
置
等
に
関
す
る
通
知
先
及
び
観
護
の
措
置
が

勾
留
と
み
な
さ
れ
る
場
合
の
弁
護
人
選
任
権
の
告
知
そ
の
他

所
要
の
事
項
を
定
め
る
と
と
も
に
、
関
係
規
定
の
整
備
等
を

行
う
も
の
で
す
。

な
お
、
こ
の
規
則
は
、
附
則
た
だ
し
書
に
規
定
す
る
も
の

を
除
き
、
令
和
四
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
さ
れ
ま
す
。

（
規
則
の
条
文
は
文
書
管
理
シ
ス
テ
ム
に
よ
り
配
信
済
み
。
）

◎
少
年
審
判
規
則
及
び
刑
事
訴
訟
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る

規
則

（
令
和
三
年
一
二
月
二
二
日
公
布
最
高
裁
判
所
規
則
第
三
号
）

◎
少
年
審
判
規
則
及
び
刑
事
訴
訟
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る

規
則
新
旧
対
照
条
文

新
旧
対
照
条
文
Ⅱ
別
添
１
の
と
お
り

（
本
則
省
略
。
本
則
に
代
え
て
、
新
旧
対
照
条
文
を
掲
載
．
）

附
則

こ
の
規
則
は
、
令
和
四
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
た

だ
し
、
第
一
条
中
少
年
審
判
規
則
第
二
十
四
条
の
二
第
二
項

の
改
正
規
定
は
、
外
国
弁
護
士
に
よ
る
法
律
事
務
の
取
扱
い

に
関
す
る
特
別
措
置
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
令
和
二

年
法
律
第
三
十
三
号
）
の
施
行
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

《
少
年
審
判
規
則
及
び
刑
事
訴
訟
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る

規
則
に
つ
い
て
》

最
高
裁

判

所
規

則

標
記
の
規
程
（
令
和
三
年
最
高
裁
判
所
規
程
第
二
号
）
が
、

令
和
三
年
十
二
月
八
日
に
制
定
さ
れ
ま
し
た
。
こ
の
規
程
は
、

少
年
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
令
和
三
年
法
律
第
四

十
七
号
）
の
施
行
に
伴
い
、
少
年
調
査
記
録
規
程
に
つ
い
て

所
要
の
整
理
を
行
う
も
の
で
す
。

な
お
、
こ
の
規
程
は
、
令
和
四
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
さ

れ
ま
す
。
（
規
程
の
条
文
は
文
書
管
理
シ
ス
テ
ム
に
よ
り
配
信
済
み
。
）

◎
少
年
調
査
記
録
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程

（
令
和
三
年
一
二
月
八
日
最
高
裁
判
所
規
程
第
二
号
）

◎
少
年
調
査
記
録
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程
新
旧
対
照

条
文
新
旧
対
照
条
文
Ⅱ
別
添
２
の
と
お
り

《
少
年
調
査
記
録
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程
に
つ
い
て
》

（
本
則
省
略
。
本
則
に
代
え
て
、
新
旧
対
照
条
文
を
掲
載
。
）

附
則

こ
の
規
程
は
、
令
和
四
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

最
高
裁

判

所
規
程

内
閣
は
、
民
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
令
和
三
年

法
律
第
二
十
四
号
）
附
則
第
一
条
本
文
及
び
第
二
号
の
規
定

に
基
づ
き
、
こ
の
政
令
を
制
定
す
る
。

民
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
施
行
期
日
は
令
和
五

年
四
月
一
日
と
し
、
同
法
附
則
第
一
条
第
二
号
に
掲
げ
る
規

定
の
施
行
期
日
は
令
和
六
年
四
月
一
日
と
す
る
。

◎
民
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
施
行
期
日
を
定
め
る

政
令

（
令
和
三
年
一
二
月
一
七
日
公
布
政
令
第
三
三
二
号
）

内
閣
は
、
相
続
等
に
よ
り
取
得
し
た
士
地
所
有
権
の
国
庫

へ
の
帰
属
に
関
す
る
法
律
（
令
和
三
年
法
律
第
二
十
五
号
）

附
則
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
こ
の
政
令
を
制
定
す
る
。

相
続
等
に
よ
り
取
得
し
た
土
地
所
有
権
の
国
庫
へ
の
帰
属

に
関
す
る
法
律
の
施
行
期
日
は
、
令
和
五
年
四
月
二
十
七
日

と
す
る
。

◎
相
続
等
に
よ
り
取
得
し
た
土
地
所
有
権
の
国
庫
へ
の
帰
属

に
関
す
る
法
律
の
施
行
期
日
を
定
め
る
政
令

（
令
和
三
年
一
二
月
一
七
日
公
布
政
令
第
三
三
三
号
）

政

’ ｜
’

令
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裁判所時報 令和4年1月15日号第1782号

(令和4年1月1日現在）

最高裁判所
長 官 大谷直人

第一小法廷 第二小法廷 第三小法廷

裁判官

裁判官
裁判官

裁判官

裁判官

山口 厚

深山卓也

安浪亮介
岡 正晶

堺 徹

裁判官

裁判官

裁判官
裁判官
裁判官

大谷直人

菅野博之
三浦 守
草野耕一

岡村和美

裁判官
裁判官

裁判官

裁判官
裁判官

戸倉三郎

宇賀克也
林 道晴
長嶺安政
渡邉恵理子

首席調査官

上席調査官
上席調査官
上席調査官

八木一

福井章
林 俊

川田宏

洋
代
之
一

事務総局

事務総長

審議官

審議官
秘書課長

広報諜長(兼）

情報政策課長
総務局長

司法研修所 最高裁判所図書館

館長(兼）
副館長

中村 愼

染谷武宣

後藤尚樹

大須賀寛之
大須賀寛之

杜下弘記
小野寺真也

人事局長

経理局長

民事局長

刑事局長

行政局長(兼）

家庭局長
家庭審議官

徳岡 治

氏本厚司
門田友昌

吉崎佳弥

門田友昌

手嶋あさみ
竹内 尚

所 長 笠

事務局長
事務局次長 川

裁判所職員総合研修所

所 長 遠

事務局長 布
事務局次長 松

笠井之彦

一場康宏
川瀬弘之

崎佳弥
川政浩

吉
助

藤
施
田

邦
敏
圭

彦
幸
介

事務局長

事務局次長
事務局長
事務局次長

事務局長
事務局次長

事務局長
事務局次長

長官・所長庁 名 庁 名 長官・所長 庁 名 長官・所長 庁 名｜長官・所長

今崎幸彦東京高等 石井伸興

加藤和広

坂本正則

定久朋宏

黒澤 剛

伊藤竜太郎
早稲田浩

横山真幸
大樋裕康

久保田泰行
(兼)早稲田誌

山根克彦

横川淳子

堀川浩司

火ノ川忠

八幡有紀

橋爪正行

松島健二

高橋伸生

佐藤奈緒美
今井金也

小池美智子

長郷文香
小林 徹

小松且昌

下川由美子

田中美香
植木佳恵

沓水－隆

山田雅彦

中村浩毅
竹田 聡

杉山佳紀

加茂容子

森田容子

清水敦子
高橋英明
大武 浩

宮澤康弘
関 俊二

岡崎 格
山口 寿

（兼)岡崎格

岩崎光宏
依田 理

浅沼浩幸
（兼)依田理

谷水文香

渡辺征徳
坪谷和伸

依田弘太郎
田中 巧

大阪家庭森 純子西川浩二

浅野ゆかり

佐藤・広希

（兼)川上雅之

京都地方北川 情藤本昌彦
光田和秀
植田昌典

〃 家庭徳岡由美子安達正広
田和由一

神戸地方西川知一郎高橋 亨

和田健司

中鴫修司

〃 家庭樋口裕晃遠藤恭弘

黒瀬靖弘
奈良地方田中健治荒木健二

佐藤敬郎

〃 家庭 〃 福富幸治

多田達也
大津地方冨田一彦上田信聡

北田宗人

〃 家庭 〃 藤原 治
二瓶理香

和歌山地方谷口園恵関本利一
・福本浩孝

〃 家庭 〃 須栗克史
清水 妙

広島家庭

山口地方

〃 家庭

岡山地方

〃 家庭

鳥取地方

〃 家庭

松江地方

〃 家庭

牧真千子

杉山愼治

〃

阪本 勝

脇 由紀

森木田邦裕

〃

西田隆裕

〃

岩崎

坂東

宇野

南森

中垣
島津

清家
笠岡

冨永

佐藤

有井

桐山
石塚

東

廣澤
溝口

田渕

三村

仙台家庭

福島地方

〃 家庭

山形地方

〃 家庭

盛岡地方

〃 家庭

秋田地方

〃 家庭

青森地方

〃 家庭

正彦

正樹

勝浩

弘三

弘明

美弘
和人

英樹

正雄
智彦

広光

早苗

丈記

真理
嘉孝

真司

修一

真

入江 猛中井

小抜

吉田 徹細井

渡邉

浦野真美子大友

利
行
俊
彦
博

隆
吉
秀
健

知的財産高等

東京地方

大鷹一郎

平木正洋

岸浪陽子

深沢茂之秋元 学

田遥 明
〃 （兼)秋元学

|中里智美〃 家庭

近野 太

佐々木宗啓吉岡幸治

赤間玲子
〃 （兼)吉岡幸治

平塚慈隆

平田直人鈴木 靖
出羽 隆

〃 （兼)鈴木蛸

篠 紀江

田邊三保子高橋信宏

齋藤如世
〃 貝原弓子

保田浩一郎

横浜地方 団藤丈士

〃 家庭

さいたま地方

〃 家庭

千葉地方

〃 家庭

水戸地方

〃 家庭

宇都宮地方

〃 家庭

前橋地方

〃 家庭

静岡地方

〃 家庭

甲府地方

〃 家庭

長野地方

〃 家庭

新潟地方

〃 家庭

鬼澤友直

野山 宏

生野考司

堀田眞哉

矢尾和子

松本利幸

原 道子

後藤 健

〃

齊藤啓昭

八木貴美子

村田斉志

比佐和枝

島田 一

〃

岸日出夫

〃

小林宏司

菊池則明

福岡高等

福岡地方

後藤 博 上携大作

髭野勝之
黒岩康彦

坂口智美
惠本 学
田畑公昭

花守英二

永野秀治
(兼)田畑公昭

北原正文

高崎 宏
(兼)北原正文

泉 秀樹
日野誠一

福田誠二郎

梶原陽一朗

荒巻 賢
下道禎哉

木崎 登
(兼)下道袖哉

中溝香三
請園孝司

藤原恵美
河野啓介

大跡史法

東 孝賢
大島辰哉

立岡佳子
松本祐二

丸尾孝之
大迫 智
(兼)丸尾孝之

前田正志

吉竹弘任
岩下浩和

栗村仁美
横山勝行

田口直樹

札幌高等

札幌地方

白石史子

森 英明

井戸俊一
阿子島恵

村上庫二

菅原 克

奥山 史
青木 仁

関下健二

田中夏樹

齊藤和広

大橋里美
太子正仁

氏家久美
夕下広士

菅野福道

上杉珠貴
早坂 弘

原 佳子

樽本光弘
松田睦史

野島秀夫〃 家庭

名古屋高等

名古屋地方

白井幸夫

大熊一之

福田千恵子

坂口 亨

村上政司

山田一伸

鈴村康人

和田 薫
永井年典

橋本昌也

小林善明
天春優子

中澤 強

谷口哲文
武藤和夫

楢原 明
（兼)武藤和夫

早川示教

木戸琢磨

田中一男
高橋光彦

瀬田正明

乗地正人
永井圭子

安野明彦
河合 進

佐野 司
畦地由紀
藤田博文

佐賀地方

〃 家庭

長崎地方

〃 家庭

大分地方

〃 家庭

熊本地方

〃 家庭

鹿児島地方

〃 家庭

宮崎地方

〃 家庭

那覇地方

〃 家庭

鈴木正紀

〃

大久保正道

〃

梅本圭一郎

〃

片山昭人

岡田 健

遠藤真澄

〃

久留島群一

〃

村越一浩

藤田光代

〃 家庭

函館地方

〃 家庭

旭川地方

〃 家庭

釧路地方

栗原壯太

佐久間健吉

〃

鈴木正弘

〃

高木順子

〃

〃 家庭

津地方

〃 家庭

岐阜地方

〃 家庭

福井地方

〃 家庭

金沢地方

〃 家庭

富山地方

〃 家庭

脇 博人

筒井健夫

〃

始関正光

〃

村野裕二

〃

吉村真幸

〃

堀内照美

〃

〃 家庭

高松高等秋吉仁美

高松地方黒野功久

〃 家庭坪井祐子

徳島地方齋藤正人

〃 家庭 〃

高知地方森崎英二

〃 家庭 〃

松山地方千葉和則

〃 家庭 〃

松阿彌隆

高橋素明

白神純一

小林利光

渡邊 泉
西田修司

澤田佳幸
飯尾竜太
(兼)深田佳幸

河北克之

都築浩一
石川公寛
松井隆樹

藤本文子

近藤英彰
宮本昌典

前田正之
藤野明弘

大阪高等尾島 明松永栄治
大垣みゆき

大阪地方中本敏詞木原義則

白井寛朗
大西千流

川上雅之

広島高等小川秀樹高島
伊東

広島地方永谷典雄山本

永吉
藤井

行
好
雄
聰
正

義
正
実
常

仙台高等

仙台地方

古財英明

舘内比佐志

宮田

住澤
高橋
滝沢

祥次

達司

慎也
紀彰
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裁判所時報1782号別添1

第
一
条
関
係
ｌ
少
年
審
判
規
則
（
昭
和
二
十
三
年
最
高
裁
判
所
規
則
第
三
十
三
号
）

（
決
定
書
）

第
二
条
（
略
）

２
（
略
）

３
次
の
各
号
に
掲
げ
る
決
定
を
除
く
決
定
の
決
定
香
に
は

、
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
署
名
押
印
又
は
前
項
の
規
定
に

よ
る
記
名
押
印
に
代
え
て
押
印
す
る
こ
と
が
で
き
る
・

一
（
略
）

含
む
）
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
三
十
三
条
、
第
十

七
条
の
四
第
一
項
本
文
、
第
二
十
二
条
の
二
第
一
項
（

法
に
お
い
て
魏
用
し
、
又
は
そ
の
例
に
よ
る
場
合
を
含

む
。
次
項
第
五
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
、
第
二
十
四
条

の
二
、
第
二
十
五
条
、
第
三
十
二
条
の
四
鋪
三
項
並
び

に
第
三
十
四
条
た
だ
し
書
（
第
三
十
五
条
第
二
項
前
段

に
お
い
て
串
用
寸
る
場
合
を
含
む
。
）
の
決
定

言
（
略
）

４
（
略
）

５
吹
の
各
号
に
掲
げ
る
決
定
を
除
く
決
定
の
決
定
書
腱
は

二
法
第
五
条
第
二
項
及
び
第
三
項
、
第
十
七
条
第
一
項

及
び
第
三
項
た
だ
し
書
、
蕊
十
七
条
の
二
第
四
項
前
段

（
第
十
七
条
の
三
第
二
項
に
お
い
て
迦
用
す
る
場
合
を

少
年
審
判
規
則
及
び
刑
事
訴
訟
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
新
旧
対
照
条
文

新

（
決
定
番
）

第
二
条
（
同
上
）

２
（
同
上
）

３
次
の
各
号
に
掲
げ
る
決
定
を
除
く
決
定
の
決
定
書
に
は

、
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
署
名
押
印
又
は
前
項
の
規
定
に

よ
る
記
名
押
印
に
代
え
て
押
印
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

一
（
同
上
）

含
む
。
）
に
お
い
て
準
用
す
る
第
三
十
三
条
、
鋪
十
七

条
の
四
第
一
項
本
文
、
第
二
十
二
条
の
二
第
一
項
（
法

に
お
い
て
準
用
し
、
又
は
そ
の
例
に
よ
る
場
合
を
含
む

・
次
項
第
九
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
、
第
二
十
四
条
の

二
、
第
二
十
五
条
、
第
三
十
二
条
の
四
第
三
項
並
び
に

第
三
十
四
条
た
だ
し
書
（
第
三
十
五
条
第
二
項
前
段
に

お
い
て
準
用
す
る
塔
合
を
含
む
。
）
の
決
定

三
（
同
上
）

４
（
同
上
）

５
吹
の
各
号
に
掲
げ
る
決
定
を
除
く
決
定
の
決
定
書
に
は

二
法
第
五
条
第
二
項
及
び
第
三
項
、
第
’
七
条
第
・
項

及
び
第
三
項
た
だ
し
書
、
第
十
七
条
の
・
一
第
四
項
前
段

（
第
十
七
条
の
三
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を

（
傍
線
の
部
分
は
改
正
部
分
）

旧
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の
二
、
第
六
十
二
条
第
一
項
及
び
第
六
十
四
条
の
決
定

二
～
五
（
略
）

６
．
７
（
略
）

（
決
定
の
告
知
）

第
三
条
次
に
掲
げ
る
決
定
を
告
知
す
る
に
は
、
裁
判
長
が

、
審
判
期
日
に
お
い
て
言
い
渡
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

－
法
第
二
十
四
条
第
一
項
測
制
副
剰
利
到
剖
判
剰
割
珂
訓
劉
の

決
定

二
（
略
）

第
川
条
法

一
項
本
文

２
吹
に
掲
げ
る
決
定
を
告
知
す
る
に
は
、
栽
判
長
が
、
少

年
の
面
前
で
言
い
渡
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
・

一
（
略
）

二
法
第
十
七
条
第
一
項
第
二
号
の
措
匠
が
と
ら
れ
て
い

二
条
第
一
項
の
決
定

３
～
６
（
略
）

（
決
定
と
同
行
状
の
執
行
指
揮
）

第
川
条
法
第
十
七
条
第
一
項
第
二
号
、
第
十
七
条
の
四
節

、
前
項
第
二
号
及
び
第
四
号
に
掲
げ
る
率
項
の
記
載
を
省

略
す
る
こ
と
が
で
き
る
・

一
（
略
）

二
法
荊
訓
司
荊
剰
剰
刊
司
到
、
第
二
十
四
条
１
剰
ゴ
到
剖
判
剰

第
二
十
六
条
の
二
本
文
、
第
二
十
七
条
の
二
節
五
項
本
文

状
は
、
決
定
を
し
又
は
同
行
状
を
発
し
た
家
庭
裁
判
所
の

る
事
件
に
つ
い
て
の
法
第
二
十
条
第
一
項
及
び
第
六
十

第
ヨ
ヨ
打
四
剣
刎
．
引
例
第
二
号
及
び
調
ヨ
ヨ
副

項
第
三
号
の
決
定
並
び
に
同
行

、
前
項
節
二
号
及
び
第
四
号
に
掲
げ
る
臨
項
の
記
戟
を
省

略
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

一
．
（
同
上
）

二
法
第
一
一
十
条
、
第
二
十
四
条
到
制
副
河
．
Ｈ
凹
到
測
刈
コ

の
決
定

三
～
五
（
同
上
）

６
．
７
（
同
上
）

（
決
定
の
告
知
）

第
三
条
次
に
掲
げ
る
決
定
を
告
知
す
る
に
は
、
裁
判
長
が

、
審
判
期
日
に
お
い
て
君
い
渡
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
・

一
法
第
二
十
四
条
第
一
項
の
決
定

３
～
６
（
同
上
）

（
決
定
と
同
行
状
の
執
行
指
揮
）

第
四
条
法
第
十
七
条
第
一
項
第
二
号
、
第
十
七
条
の
四
第

２
吹
に
掲
げ
る
決
定
を
告
知
す
る
に
は
、
裁
判
長
が
、
少

年
の
面
前
で
貢
い
渡
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

↓
（
同
上
）

二
法
第
十
七
条
第
一
項
第
二
号
の
措
賦
が
と
ら
れ
て
い

る
事
件
に
つ
い
て
の
法
第
二
十
条
の
決
定

条
第
三
項
に
お
い
て
砿
用
す
る
場
合
を
含
む
ｃ
）
、
第
二

二
（
同
上
）

十
条
、
第
・
一
十
三
条
第
一
項
、
第
二
十
四
条
第
一
項

二
十
六
条
の
二
本
文

一
項
本
文
、
第
十
八
条
、
第
十
九
条
第
二
項
（
第
二
十
三

駒
び
第
二
十
七
条
の
二
第
五
項
本
文 第
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２
（
略
）

（
決
定
の
通
知
）

第
而
条
家
庭
裁
判
所
は
、
検
察
官
、
司
法
瞥
察
員
、
警
察

官
、
都
通
府
県
知
率
又
は
児
童
相
談
所
長
か
ら
送
致
を
受

よ
る
通
告
を
受
け
た
事
件
に
つ
い
て
法
第
二
十
四
条
第
一

項
の
決
定
を
し
た
と
き
も
、
同
様
と
す
る
。

２
．
３
（
略
）

（
少
年
鑑
別
所
等
へ
の
通
知
）

第
二
十
一
条
の
二
家
庭
哉
判
所
は
、
法
第
十
七
条
第
一
項

第
二
号
の
措
置
が
と
ら
れ
て
い
る
事
件
の
送
致
を
受
け
た

と
き
は
、
そ
の
旨
を
少
年
を
収
容
し
て
い
る
少
年
艦
別
所

、
少
年
院
又
は
刑
車
施
設
に
通
知
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

。
法
第
十
七
条
第
一
項
第
二
号
の
措
囲
が
と
ら
れ
て
い
る

事
件
に
つ
い
て
．
法
第
十
九
条
第
二
項
（
第
二
十
三
条
第

１
条
第
一
項
、

十
二
条
第
一
項
又
は
第
六
十
四
条
第
一
項
の
決
定
を
し
た

と
き
は
、
そ
の
旨
を
送
致
を
し
た
者
に
通
知
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。
保
硬
観
察
所
長
か
ら
更
生
保
護
法
（
平
成
十

九
年
法
律
第
八
十
八
号
）
第
六
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に

け
た
事
件
に
つ
い
て
法
第
十
八
条
、
第
十
九
条
、
第
二
十

裁
判
官
の
指
揮
に
よ
っ
て
執
行
す
る
。

第
一
項
又
は
第
六
十
二
条
鋪
一
項
の
決
定
を
し
た
と
き
も

三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
、
第
二
十
条

同
概
で
あ
る
。 第

二
十
三
条
、
第
二
十
四
条
第
一
項
、
第
六

２
（
同
上
）

（
決
定
の
通
知
）

節
五
条
家
庭
裁
判
所
は
、
検
察
官
、
司
法
警
察
員
、
警
察

官
．
、
都
道
府
県
知
率
又
は
児
童
相
麟
所
長
か
ら
送
致
を
受

２
．
３
（
同
上
）

（
少
年
鑑
別
所
等
へ
の
通
知
）

第
二
十
一
条
の
二
家
庭
裁
判
所
は
、
法
第
十
七
条
第
・
項

第
二
号
の
措
置
が
と
ら
れ
て
い
る
事
件
の
送
致
を
受
け
た

と
き
は
、
そ
の
旨
を
少
年
を
収
容
し
て
い
る
少
年
嵯
別
所

、
少
年
院
又
は
刑
率
施
設
梶
通
知
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

。
法
第
十
七
条
第
一
項
第
二
号
の
措
世
が
と
ら
れ
て
い
る

事
件
に
つ
い
て
、
法
第
十
九
条
第
二
項
（
第
二
十
三
条
第

三
項
に
お
い
て
鑓
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
又
は
第
二
十

１条
の
決
定
を
し
た
と
き
も
、
同
搬
で
あ
る
。

第
二
十
三
条
又
は
第
二
十
四
条
第
一
項
の
決
定
を
し
た
と

き
は
、
そ
の
旨
を
送
致
を
し
た
者
に
通
知
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。
保
護
観
察
所
長
か
ら
更
生
保
獲
法
（
平
成
十
九

年
法
律
第
八
十
八
号
）
第
六
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ

る
通
告
を
受
け
た
事
件
に
つ
い
て
法
第
二
’
四
条
第
一
項

け
た
事
件
に
つ
い
て
法
第
十
八
条
か
ら
第
・
一
十
条
ま
で
、

の
決
定
並
び
に
同
行
状
は
、
決
定
を
し
又
は
同
行
状
を
発

し
た
家
庭
裁
判
所
の
銀
判
官
の
指
揮
に
よ
っ
て
執
行
す
る

の
決
定
を
し
た
と
き
も
、
同
様
と
す
る
。
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（
観
護
の
措
圃
に
関
す
る
通
知
・
法
第
十
七
条
等
）

第
二
十
二
条
観
護
の
措
旺
を
と
り
又
は
こ
れ
を
取
り
消
し

若
し
く
は
変
更
し
た
と
き
は
そ
の
旨
を
、
法
第
十
七
条
輔

一
項
第
二
号
の
措
匝
が
と
ら
れ
て
い
る
砺
件
に
つ
い
て
法

第
十
九
条
第
二
項
（
鋪
二
十
三
条
第
三
項
に
お
い
て
準
用

I

’
第
二
十
条
第
一
項
又
は
第
六
十
二
条
第
一
項
の
決
定
を
し

た
と
き
は
法
第
四
十
五
条
第
四
号
の
規
定
に
よ
り
法
第
十

七
条
第
一
項
第
二
号
の
描
皿
が
勾
囲
と
み
な
さ
れ
る
旨
を

速
や
か
に
保
護
者
及
び
付
添
人
の
う
ち
そ
れ
ぞ
れ
適
当
と

認
め
る
者
に
通
知
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２
前
巧
泉
ｗ
通
勾
鍔
は
、
輌
醒
腰
（
哩
措
四
場
と
と
脚
皐
Ｐ
し
く
味
噌
）
れ|I

す
る
場
合
を
含
む
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）

を
変
更
し
た
塲
合
又
は
法
第
十
七
条
第
一
項
第
二
号
の
描

申
出
に
よ
り
そ
の
指
定
す
る
者
一
人
に
、
こ
れ
を
し
な
け

者
一
人
に
、
少
年
に
こ
れ
ら
の
者
が
な
い
と
き
は
少
年
の

が
な
い
と
き
は
少
年
の
法
定
代
理
人
、
保
佐
人
、
配
偶
者

瞳
が
と
ら
れ
て
い
る
事
件
に
つ
い
て
法
蕊
十
九
条
第
二
項

に
お
い
て
、
少
年
に
保
護
者
及
び
付
添
川
剰
酬
割
い
と
き
は

定
を
し
た
場
合
に
お
い
て
、
少
年
に
保
護
者
及
び
付
添
人

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

直
系
の
親
族
及
び
兄
弟
姉
妹
の
う
ち
少
年
の
指
定
す
る

第
二
十
条
第
一
項
若
し
く
は
第
六
十
二
条
第
一
項
の
決 I

（
観
瞳
の
措
憧
に
関
す
る
通
知
・
法
第
十
七
条
等
）

第
二
十
二
条
観
護
の
措
腫
を
と
り
又
は
こ
れ
を
取
り
消
し

若
し
く
は
変
更
し
た
と
き
は
そ
の
旨
を
、
法
第
十
七
条
第

一
項
第
二
号
の
措
圃
が
と
ら
れ
て
い
る
本
件
に
つ
い
て
法

第
十
九
条
第
二
項
（
第
二
十
三
条
第
三
項
に
お
い
て
準
用

（
新
設
）

（
新
設
）

す
る
場
合
を
含
む
。
）
又
は
第
二
十
条
の
決
定
を
し
た
と

き
は
法
窮
四
十
五
条
第
四
号
．
の
規
定
に
よ
り
法
第
十
七
条

第
一
項
鯆
二
号
の
描
澄
が
勾
圃
と
み
な
さ
れ
る
旨
を
速
や

か
に
保
饅
者
及
び
付
添
人
の
う
ち
そ
れ
ぞ
れ
適
当
と
認
め

る
者
に
通
知
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
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法
第
四
十
五
条
第
四
号
等
）

節
二
十
四
条
の
二
法
第
十
七
条
第
一
項
第
二
号
の
桁
置
が

と
ら
れ
て
い
る
事
件
に
つ
い
て
、
法
第
十
九
条
第
二
項
（

蕊
二
十
三
条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
？

（
特
別
抗
告
・
法
塘
十
七
条
の
三
）

第
二
十
二
条
の
三
前
条
及
び
第
四
十
五
条
第
一
項
の
規
定

は
、
法
第
十
七
条
の
三
第
一
項
前
段
に
お
い
て
準
用
す
る

法
諒
酋
二
十
零
芳
宋
第
一
市
竿
本
文
の
抗
告
に
つ
い
て
準
用
す
る

・
こ
の
掲
合
に
お
い
て
、
前
条
踊
四
項
中
「
第
四
十
四
条

（
同
条
第
一
項
後
段
の
規
定
及
び
同
条
第
二
項
の
規
定
中

年
月
日
の
通
知
に
係
る
部
分
を
除
く
。
）
」
と
あ
る
の
は

「
第
四
十
四
条
」
と
、
第
四
十
五
条
第
一
項
中
「
速
や
か

に
記
録
と
と
も
に
」
と
あ
る
の
は
「
速
や
か
に
」
と
暁
み

替
え
る
も
の
と
す
る
。

（
検
察
官
へ
の
送
致
の
方
式
・
法
第
一
〒
十
条
趣
一
一
頃
等
）

第
二
十
四
条
（
略
）

（
観
餓
の
桁
匠
が
勾
岡
と
み
な
さ
れ
る
場
合
の
告
知
等
．

刎
到
到
倒
到
副
刊
刺
弁
護
士
で
あ
る
付
添
人
が
あ
る
と
き
は
、

弁
護
人
を
選
任
す
る
こ
と
が
で
き
る
旨
は
告
げ
る
こ
と
を

）
、
第
二
十
条
第
一
項
又
は
第
六
十
二
条
第
一
項
の
決
定

を
す
る
と
き
は
、
裁
判
長
が
、
あ
ら
か
じ
め
、
本
人
に
対

し
、
罪
と
な
る
．
へ
き
事
実
並
び
に
刑
事
折
訟
法
第
六
十
条

節
一
項
各
号
の
事
由
が
あ
る
旨
及
び
弁
餓
人
を
選
任
す
る

こ
と
が
で
き
る
后
を
告
げ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し

、
濁
剥
到
斗
刊
到
剰
判
１
列
釧
創
劉
剰
利
叫
刈
斗
剰
制
荊
引
列
制
剴
珂
矧

を
す
る
摺
合
に
お
い
て
、
法
第
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ

法
第
四
十
五
条
第
四
号
等
）

第
二
十
四
条
の
二
法
第
十
七
条
第
一
項
第
・
一
号
の
描
皿
が

と
ら
れ
て
い
る
享
件
に
つ
い
て
、
法
第
十
九
条
節
二
項
（

第
二
十
三
条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
ゞ

（
特
別
抗
告
・
法
鯆
十
七
条
の
三
）

第
二
十
二
条
の
三
前
条
及
び
第
四
十
五
条
節
一
項
の
規
定

は
、
法
第
十
七
条
の
三
第
一
項
前
段
に
お
い
て
準
用
す
る

剰
剴
司
河
劃
副
詞
剰
斗
制
刊
剰
刻
の
抗
告
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

こ
の
場
合
に
お
い
て
、
前
条
第
四
項
中
「
第
四
十
四
条
（

同
条
第
一
項
後
段
の
規
定
及
び
同
条
第
二
項
の
規
定
中
年

月
日
の
通
知
に
係
る
部
分
を
除
く
。
）
」
と
あ
る
の
は
「

第
四
十
四
条
」
と
、
第
四
十
五
条
第
一
項
中
「
速
や
か
に

記
録
と
と
も
に
』
と
あ
る
の
は
「
速
や
か
に
」
と
醜
み
替

え
る
も
の
と
す
る
。

（
検
察
官
へ
の
送
致
の
方
式
・
法
第
二
十
条
）

第
二
十
四
条
（
同
上
）

（
観
壌
の
柑
圃
が
勾
岡
と
み
な
さ
れ
る
場
合
の
告
知
等
．

れ
ぱ
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
少
年
又
は
保
護
者
が
選
任
し

た
弁
譲
士
で
あ
る
付
添
人
が
あ
る
と
き
は
、
弁
磯
人
を
選

任
す
る
こ
と
が
で
き
る
旨
は
告
げ
る
こ
と
を
要
し
な
い
。

）
又
は
第
二
十
条
の
決
定
を
す
る
と
き
は
、
裁
判
長
が
、

あ
ら
か
じ
め
、
本
人
に
対
し
、
罪
と
な
る
べ
き
事
実
並
び

に
刑
車
訴
舩
泌
第
六
十
条
第
一
項
各
号
の
取
由
が
あ
る
旨

及
び
弁
旗
人
を
選
任
す
る
こ
と
が
で
き
る
旨
を
告
げ
な
け

-9- 10－

士
法
人
（
弁
護
士
・
外
国
法
事
務
弁
壌
士
共
同
法
人
を
含

む
。
）
又
は
弁
壌
士
会
を
栃
定
し
て
弁
磯
人
の
過
任
を
申

し
出
る
こ
と
が
で
き
る
活
及
び
そ
の
申
出
先
を
戦
示
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３
．
４
（
略
）

（
観
鰻
の
描
匠
が
勾
岡
と
み
な
さ
れ
る
場
合
の
勾
留
場
所

。
法
第
四
十
五
条
箙
四
号
等
）

第
二
十
四
条
の
三
検
察
官
は
、
あ
ら
か
じ
め
、
裁
判
長
に

対
し
、
法
飾
十
七
条
第
一
項
第
二
号
の
描
図
に
よ
り
少
年

睡
別
所
に
収
容
さ
れ
て
い
る
者
に
つ
い
て
法
蕊
十
九
条
第

含
む
。
）
、
第
二
十
条
第
一
項
又
は
第
六
十
二
条
鞆
一
項

の
決
定
を
す
る
と
き
は
本
人
を
他
の
少
年
艦
別
所
若
し
く

は
刑
事
施
股
に
収
容
す
る
こ
と
又
は
刑
率
収
容
施
設
及
び

被
収
容
者
等
の
処
遇
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
七
年
法
律

第
五
十
号
）
第
十
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
訂
置
施
設

に
闇
図
す
る
こ
と
に
同
窓
す
る
よ
う
鮪
求
す
る
こ
と
が
で

き
る
。

２
．
３
（
略
）

（
保
譲
処
分
の
決
定
の
首
渡
・
法
第
二
十
四
条
等
）

第
三
十
五
条
（
略
）

２
（
略
）

（
保
護
処
分
の
決
定
の
方
式
・
法
剰
訓
刊
呵
凹
剖
利
割
｝

要
し
な
い
‐

２
前
項
の
規
定
に
よ
り
弁
腰
人
を
逝
任
す
る
こ
と
が
で
き

る
旨
を
告
げ
る
に
当
た
っ
て
は
、
本
人
は
弁
護
士
、
弁
護

二
項
（
節
二
十
三
条
第
三
項
に
お
い
て
準
州
す
る
姻
合
を

２
．
３
（
同
上
）

（
保
護
処
分
の
決
定
の
苫
渡

第
三
十
五
条
（
同
上
）

２
（
同
上
）

（
保
讃
処
分
の
決
定
の
方
式

３
．
４
（
同
上
）

（
観
護
の
措
世
が
勾
衛
と
み
な
さ
れ
る
場
合
の
勾
留
場
所

。
法
第
四
十
五
条
第
四
号
等
）

第
二
十
四
条
の
三
検
察
官
は
、
あ
ら
か
じ
め
、
裁
判
長
に

対
し
、
法
節
十
七
条
第
一
項
第
二
号
の
描
匝
に
よ
り
少
年

姪
別
所
に
収
容
さ
れ
て
い
る
者
に
つ
い
て
法
第
十
九
条
鋤

２
前
項
の
規
定
に
よ
り
弁
凝
人
を
選
任
す
る
こ
と
が
で
き

る
旨
を
告
げ
る
に
当
た
っ
て
は
、
本
人
は
弁
護
士
、
弁
畿

士
法
人
又
は
弁
護
士
会
を
指
定
し
て
弁
護
人
の
選
任
を
申

し
出
る
こ
と
が
で
き
る
旨
及
び
そ
の
申
出
先
を
教
示
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。

含
む
。
）
又
は
第
二
十
条
の
決
定
を
す
る
と
き
は
本
人
を

他
の
少
年
艦
別
所
若
し
く
は
刑
事
施
股
に
収
容
す
る
こ
と

又
は
刑
事
収
容
施
設
及
び
被
収
容
者
等
の
処
遇
に
関
す
る

法
律
（
平
成
十
七
年
法
律
第
五
十
号
）
第
十
五
条
第
・
項

の
規
定
に
よ
り
關
囮
施
股
に
留
置
す
る
こ
と
に
同
意
す
る

よ
う
舗
求
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

二
項
（
第
二
十
三
条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
渦
合
を

法
第
二
十
四
条
）

桂
第
二
十
四
条
）
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３
（
略
）

（
曝
境
鋼
整
の
措
囮

第
三
十
九
条
（
略
）

（
館
用
規
定
）

第
流
十
四
条
渉
第
三

菰
十
四
条
怯
第
三

（
各
穐
の
保
醗
処
分
の
形
式
と
通
知
等
・
法
第
二
十
四
条

等
）

第
三
十
七
条
法
第
二
十
四
条
第
一
項
第
一
号
又
は
第
六
十

第
三
十
六
条
（
略
）

２
法
第
二
十
四
条
第
一
項
第
一
号
又
は
第
六
十
四
条
第
一

巧
念
鏥
一
長
与
石
し
／
＼
は
鐘
空
言
号
の
決
定
を
し
た
と
き
は
保
護

川
条
第
一
項
第
一
号
若
し
く
は
第
二
号
の
決
定
を
す
る
に

は
、
保
獲
観
察
を
す
べ
き
保
凝
観
察
所
を
、
法
第
二
十
四

剰
剥
刊
「
測
剥
到
引
引
剴
創
剴
馴
利
判
剖
叫
剥
剰
斗
矧
劇
到
斗
引
の
決

定
を
す
る
に
は
、
送
致
す
べ
き
少
年
院
の
租
顛
（
少
年
院

法
（
平
成
二
十
六
年
法
律
第
五
十
八
号
）
第
四
条
第
一
項

第
一
号
か
ら
第
三
号
ま
で
に
掲
げ
る
も
の
に
限
る
。
）
を

指
定
す
る
も
の
と
す
る
。十

五
条
第
一
噸
本
文
の
抗
告
に
つ
い

て
は
、
第
四
十
三
条
か
ら
第
四
十
六
条
の
二
ま
で
、
第
四

十
六
条
の
四
か
ら
第
四
十
八
条
ま
で
、
鞆
五
十
一
条
及
び

節
五
十
二
条
の
規
定
を
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て

十
四
条
第
一
項
第
三
号
の
決
定
を
し
た
と
き
は
少
年
瞳
別

所
長
に
、
速
や
か
に
そ
の
旨
を
通
知
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。

観
察
所
長
に
、
法
第
一
十
四
条
第
一
項
第
二
号
の
決
定
を

し
た
と
き
は
児
童
相
談
所
長
に
、
同
項
第
三
号
又
は
第
六

法
第
二
十
四
条
等
）

３
（
同
上
）

（
諏
境
調
整
の
措
世
・
法
第
二
十
四
条
）

第
三
十
九
条
（
同
上
）

（
準
用
規
定
）

第
五
十
四
条
法
第
三
十
五
条
節
一
項
本
文
の
抗
告
に
つ
い

て
は
、
節
四
十
三
条
か
ら
爾
四
十
六
条
の
二
ま
で
、
第
四

十
六
条
の
四
か
ら
第
四
十
八
条
ま
で
、
魂
五
十
一
条
及
び

第
五
十
一
、
条
の
規
定
を
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て

第
三
十
六
条
（
同
上
）

（
各
梱
の
保
融
処
分
の
形
式
と
通
知
等
・
怯
第
二
十
四
条

）
●

第
三
十
七
・
条
法
第
二
十
四
条
第
一
項
第
一
号
の
決
定
を
す

る
に
は
、
保
畿
観
察
を
す
べ
き
保
腰
観
察
所
を
、
伺
唄
第

三
号
の
決
定
を
す
る
に
は
、
送
致
す
べ
き
少
年
院
の
種
類

（
少
年
院
法
（
平
成
二
十
六
年
法
律
堀
五
’
八
号
）
第
四

条
鯆
一
項
第
一
号
か
ら
第
三
号
ま
で
に
掲
げ
る
も
の
に
限

る
。
）
を
帽
定
す
る
も
の
と
す
る
。

２
法
第
二
Ｉ
四
条
第
一
項
第
一
号
の
決
定
を
し
た
と
き
は

Ｉ

保
護
観
察
所
長
に
、
同
項
麺
雪
盲
号
の
決
定
を
し
た
と
き
は

児
童
相
鮫
所
長
に

少
年
艦
別
所
長
に

ぱ
な
ら
な
い
。

同
項
第
三
号
の
決
定
を
し
た
と
き
は

速
や
か
に
そ
の
旨
を
通
知
し
な
け
れ
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節
二
条
関
係
ｌ
刑
事
訴
舩
規
則
（
昭
和
二
十
三
年
最
高
鍛
判
所
規
則
第
三
十
二
号
）

（
観
護
の
措
匠
が
勾
侭
と
み
な
さ
れ
る
場
合
の
国
選
弁
譲

人
選
任
の
舗
求
等
・
少
年
法
第
四
十
五
条
等
）

第
二
百
八
十
条
の
二
少
年
法
節
四
十
五
条
第
七
号
（
同
法

第
四
十
五
条
の
二
に
お
い
て
雄
川
す
る
場
合
を
含
む
。
次

条
鋪
一
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
規
定
に
よ
り
被
疑
者
に

勾
囲
状
が
発
せ
ら
れ
て
い
る
も
の
と
み
な
さ
れ
る
場
合
腱

お
け
る
法
第
三
十
七
条
の
二
第
一
項
の
請
求
は
、
少
年
法

、
第
四
十
六
条
の
二
中
「
検
察
官
関
与
決
疋
を
し
た
事
件

に
つ
い
て
し
た
保
鰻
処
分
の
決
定
』
と
あ
る
の
は
『
怯
輌

二
十
二
条
の
二
第
一
項
（
第
三
十
二
条
の
六
に
お
い
て
準

用
す
る
場
合
を
含
む
↑
）
の
決
定
が
あ
っ
た
砺
件
に
つ
い

て
し
た
法
第
三
十
三
条
の
決
定
」
と
、
第
四
十
八
条
中
「

第
三
十
二
条
の
六
』
と
あ
る
の
は
「
第
三
十
二
条
の
六
（

第
三
十
五
条
第
二
項
前
段
に
お
い
て
館
州
す
る
場
合
を
含

む
。
）
」
と
、
「
節
三
十
三
条
」
と
あ
る
の
は
「
第
三
十

万
条
第
二
項
前
段
に
お
い
て
罐
用
す
る
法
筋
三
十
三
条
」

と
醜
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。新

（
観
護
の
措
世
が
勾
翻
と
み
な
さ
れ
る
嶋
合
の
回
避
弁
謡

人
選
任
の
論
求
等
・
少
年
法
第
四
十
五
条
等
）

第
二
百
八
十
条
の
二
少
年
法
蕊
四
十
五
条
第
七
号
（
同
法

第
四
十
五
条
の
二
に
お
い
て
鑓
州
す
る
場
合
を
含
む
。
次

条
第
一
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
規
定
に
よ
り
被
睡
者
に

勾
關
状
が
発
せ
ら
れ
て
い
る
も
の
と
み
な
さ
れ
る
場
合
に

お
け
る
法
第
三
十
七
条
の
二
第
一
項
の
錆
求
は
、
少
年
法

、
第
四
十
六
条
の
二
中
「
検
察
官
関
与
決
定
を
し
た
耶
件

に
つ
い
て
し
た
保
硬
処
分
の
決
定
』
と
あ
る
の
は
「
払
鯆

二
十
二
条
の
二
第
一
噸
（
第
三
十
二
条
の
六
に
お
い
て
雄

用
す
る
場
合
を
含
む
」
）
の
決
定
が
あ
っ
た
本
件
に
つ
い

て
し
た
法
第
三
十
三
条
の
決
定
」
と
、
気
四
十
八
条
中
『

第
三
十
二
条
の
六
」
と
あ
る
の
は
「
第
三
十
二
条
の
六
（

第
三
十
五
条
第
二
項
前
段
に
お
い
て
鋸
用
す
る
場
合
を
含

む
。
）
」
と
、
「
節
三
十
三
条
」
と
あ
る
の
は
「
第
三
十

五
条
第
二
項
前
段
に
お
い
て
躯
脈
す
る
鞆
三
十
三
条
」
と

睨
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

旧
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て
同
じ
。
）
、
第
二
十
条
第
一
項
若
し
く
は
第
六
十
二
条

第
一
項
の
決
定
を
し
た
家
庭
裁
判
所
の
裁
判
官
、
そ
の
所

属
す
る
家
庭
裁
判
所
の
所
在
地
を
管
縮
す
る
地
方
裁
判
所

の
裁
判
官
又
は
そ
の
地
方
裁
判
所
の
所
在
地
（
そ
の
支
部

の
所
在
地
を
含
む
。
）
に
在
る
簡
易
裁
判
所
の
裁
判
官
に

こ
れ
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２
前
項
に
規
定
す
る
場
合
に
お
け
る
法
第
三
十
七
条
の
四

の
規
定
に
よ
る
弁
膜
人
の
選
任
に
関
す
る
処
分
は
、
少
年

裁
判
所
の
裁
判
官
又
は
そ
の
地
方
裁
判
所
の
所
在
地
（
そ

の
支
部
の
所
在
地
を
含
む
。
）
に
在
る
簡
易
裁
判
所
の
裁

判
官
が
こ
れ
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３
．
４
（
略
）

（
観
設
の
措
匠
が
勾
留
と
み
な
さ
れ
る
場
合
の
私
選
弁
護

人
選
任
の
申
出
・
少
年
法
第
四
十
五
条
等
）

第
二
百
八
十
条
の
三
少
年
法
第
四
十
五
条
第
七
号
の
規
定

に
よ
り
勾
留
状
が
発
せ
ら
れ
て
い
る
も
の
と
み
な
さ
れ
た

被
疑
者
で
そ
の
資
力
が
基
準
額
以
上
で
あ
る
も
の
が
法
第

三
十
七
条
の
二
第
一
項
の
舗
求
を
す
る
場
合
に
お
い
て
は

、
法
第
三
十
七
条
の
三
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
法
第
三
十

一
条
の
二
第
一
項
の
申
出
を
す
べ
き
弁
議
士
会
は
少
年
法

第
十
九
条
第
二
項
（
同
法
第
二
十
三
条
第
三
項
に
お
い
て

準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
次
項
及
び
次
条
第
一
項
に
お
い

法
第
十
九
条
節
二
項
、
第
二
十
条
第
一
項
若
し
く
は
第
六

十
二
条
第
一
項
の
決
定
を
し
た
家
庭
裁
判
所
の
裁
判
官
、

そ
の
所
属
す
る
家
庭
裁
判
所
の
所
在
地
を
管
範
す
る
地
方

第
十
九
条
第
二
項

第
二
十
条
第
一
項
又
は
第
六
十
二
条

２
前
項
に
規
定
す
る
場
合
に
お
け
る
法
第
三
十
七
条
の
四

の
規
定
に
よ
る
弁
獲
人
の
避
任
に
関
す
る
処
分
は
、
少
年

人
選
任
の
申
出
・
少
年
法
第
四
十
五
条
等
）

第
二
百
八
十
条
の
三
少
年
法
第
四
十
五
条
捨

二
百
八
十
条
の
三
少
年
法
第
四
十
五
条
第

３
．
４
（
同
上
）

（
観
護
の
措
囮
が
勾
留
と
み
な
さ
れ
る
場
合
の
私
選
弁
護

第
十
九
条
第
二
項
（
同
法
第
二
十
三
条
第
三
項
に
お
い
て

準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
次
項
及
び
次
条
第
一
項
に
お
い

て
同
じ
、
）
割
川
剴
則
削
剥
判
刊
河
剰
の
決
定
を
し
た
家
庭
裁

判
所
の
裁
判
官
、
そ
の
所
属
す
る
家
庭
裁
判
所
の
所
在
地

を
笹
轄
す
る
地
方
裁
判
所
の
裁
判
官
又
は
そ
の
地
方
裁
判

所
の
所
在
地
（
そ
の
支
部
の
所
在
地
を
含
む
。
）
に
在
る

簡
易
裁
判
所
の
裁
判
官
に
こ
れ
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

法
第
十
九
条
第
二
項
若
し
く
は
第
二
十
条
の
決
定
を
し
た

家
庭
裁
判
所
の
裁
判
官
、
そ
の
所
属
す
る
家
庭
裁
判
所
の

所
在
地
を
管
鰭
す
る
地
方
裁
判
所
の
栽
判
官
又
は
そ
の
地

方
栽
判
所
の
所
在
地
（
そ
の
支
部
の
所
在
地
を
含
む
．
）

に
在
る
簡
易
裁
判
所
の
裁
判
官
が
こ
れ
を
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
、

七
号
の
規
定

に
よ
り
勾
留
状
が
発
せ
ら
れ
て
い
る
も
の
と
み
な
さ
れ
た

被
疑
者
で
そ
の
資
力
が
基
準
額
以
上
で
あ
る
も
の
が
法
第

三
十
七
条
の
二
第
一
項
の
餉
求
を
す
る
場
合
に
お
い
て
は

、
法
第
三
十
七
条
の
三
第
二
項
の
規
定
腱
よ
り
法
第
三
十

一
条
の
二
第
一
項
の
申
出
を
す
べ
き
弁
護
士
会
は
少
年
法

第
十
九
条
第
二
項
刻
●
創
釧
到
刊
刊
剰
の
決
定
を
し
た
家
庭
裁

－ 17－－ 18－

第
一
項
の
決
定
を
し
た
家
庭
裁
判
所
の
所
在
地
を
榧
轄
す

る
地
方
裁
判
所
の
管
轄
区
域
内
に
在
る
弁
膜
士
会
と
し
、

当
骸
弁
護
士
会
が
法
第
三
十
七
条
の
三
第
三
項
の
規
定
に

よ
り
通
知
を
す
べ
き
地
方
裁
判
所
は
当
蔽
家
庭
裁
判
所
の

所
在
地
を
管
縮
す
る
地
方
裁
判
所
と
す
る
。

２
（
略
）

判
所
の
所
在
地
を
管
幡
す
る
地
方
裁
判
所
の
管
轄
区
域
内

に
在
る
弁
護
士
会
と
し
、
当
肱
弁
護
士
会
が
法
第
三
十
七

条
の
三
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
通
知
を
す
べ
き
地
方
裁
判

所
は
当
該
家
庭
裁
判
所
の
所
在
地
を
符
憾
す
る
地
方
裁
判

所
と
す
る
。

２
（
同
上
）

－ 19－
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（
照
査
紀
録
の
作
成
）

第
二
条
、
（
略
）

２
再
犯
、
更
生
保
硬
法
（
平
成
十
九
年
法
律
第
八
十
八
号

）
鰯
六
十
七
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
申
鮪
、
同
法
第
六

十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
通
告
、
同
法
第
六
十
八
条

Ｉ
・
の
二
の
規
定
に
よ
る
申
鯖
、
同
法
第
七
十
・
条
の
規
定
に

よ
る
戻
し
収
容
申
鮪
、
少
年
院
法
（
平
成
二
十
六
年
法
律

少
年
餌
査
記
録
規
狸
（
昭
和
二
十
九
年
最
高
栽
判
所
規
程
第
五
号
）

鮪
五
十
八
号
）
第
百
三
十
八
条
第
一
項
又
は
第
百
三
十
九

条
鮪
一
項
の
規
定
に
よ
る
収
容
継
続
申
鯖
等
に
よ
り
、
同

一
の
少
年
に
つ
い
て
新
た
な
率
件
が
家
庭
栽
判
所
に
係
属

し
た
場
合
に
お
い
て
は
、
閣
壷
肥
録
は
従
前
の
．
事
件
に
つ

い
て
作
成
さ
れ
た
岡
壷
紀
録
に
、
新
た
に
係
属
し
た
事
件

に
つ
い
て
作
成
さ
れ
る
参
考
書
類
を
綴
て
つ
し
て
作
成
す

》
（
》
、（

決
定
書
の
勝
本
等
の
編
て
つ
）

第
三
条
少
年
法
（
昭
和
・
一
十
三
年
法
律
節
百
六
十
八
号
。

（

条
第
一
項
別
謝
到
。
十
六
条
の
四
第
一
ゞ
項
、
第
六
十
二
条
第

引
刎
可
副
到
刊
刻
判
剥
剰
斗
矧
劉
判
別
ｑ
削
剰
利
到
刈
到
剰
剰
剖

刺
１
副
詞
劃
瑚
副
剖
熟
割
引
Ⅱ
．
剰
制
到
剖
割
引
馴
叫
判
園
渕
剰

以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
鯛
司
司
詞
鯛
飼
『
『
劇
、
節
二
十
四

少
年
図
査
記
録
規
租
の
一
部
を
改
正
す
る
規
狸
新
旧
対
照
条
文

新

（
飼
在
肥
録
の
作
成
）

第
二
条
（
同
上
）

２
再
犯
、
更
生
保
硬
法
（
平
成
十
九
年
法
律
第
八
十
八
号

）
第
六
十
七
条
節
二
項
の
規
定
に
よ
る
申
鮪
、
同
法
第
六

十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
通
告
、
同
法
第
七
十
一
条

の
規
定
に
よ
る
戻
し
収
容
申
鮒
、
少
年
院
法
（
平
成
二
十

六
年
法
律
第
五
十
八
号
）
第
百
三
十
八
条
第
一
項
又
は
第

第
三
条
少
年
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
六
十
八
号
。

以
下
「
法
』
と
い
う
。
）
節
二
十
条
、
第
二
十
四
条
第
一

百
三
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
収
容
継
統
申
舗
等
に

幸
。

よ
い
、
同
一
の
少
年
に
つ
い
て
新
た
な
事
件
が
家
庭
餓
判

所
に
係
属
し
た
場
合
に
お
い
て
は
、
閣
在
記
録
は
従
前
の

事
件
に
つ
い
て
作
成
さ
れ
た
岡
査
紀
録
に
、
新
た
に
係
属

し
た
率
件
に
つ
い
て
作
成
さ
れ
る
参
考
番
額
を
編
て
つ
し

、
．
そ
の
決
定
書
の
脇
本
又
は
抄
本
を
岡
査
紀
録
に
編
て
つ

す
る
。

項 て
作
成
す
る
。

（
決
定
書
の
勝
本
等
の
編
て
つ
〉

ノ

（
傍
練
の
部
分
は
改
正
部
分
）

旧

の
決
定
を
し
た
と
き
は

－2－ ロロ 1 ■ロ

司
剴
．
川
刈
剥
割
引
割
判
封
Ⅱ
別
別
叫
剰
割
引
刊
呵
刈
剰
割
珂
．
刺
の

決
定
を
し
た
と
き
は
、
そ
の
決
定
書
の
脇
本
又
は
抄
本
を

闘
査
肥
録
に
編
て
つ
す
る
。

h

L

3－


